
 

避難対策等検討会議開催要綱 

 

 （開催） 

第１条 災害種別ごとの避難対策等について、広島市防災会議の構成機関である国等

の防災関係機関の実務責任者等と意見交換を行い、地域防災計画に反映させるため、

避難対策等検討会議（以下「会議」という。）を開催する。 

 （意見交換） 

第２条 会議において、次の各号に掲げる事項について意見交換を行う。 

 ⑴ 災害種別ごとの避難対策に関すること。 

 ⑵ その他地域防災計画の見直しに関し必要な事項に関すること。 

 （委員） 

第３条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が就任を依頼する。 

⑴ 防災関係機関の実務責任者 

⑵ 学識経験者 

⑶ その他市長が必要と認める者 

 （会議） 

第４条 会議は、市長が必要と認めるときに開催する。 

２ 会議は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることがで

きる。 

３ 会議において、市長は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、又は関係者の

出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 会議の庶務は、危機管理室危機管理課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、危機管理担当局

長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年９月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１１月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年１１月１４日から施行する。 


